
項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 4月2日
戸籍情報システムの基幹系ネット
ワーク接続に伴うＬＡＮ配線作業委
託

ＮＥＣフィールディン
グ株式会社　東日本イ
ンテグレーション統括
部東京第一営業部

1,969,000

　指定事業者は、現在の本区のネットワーク環境の
設計・構築・運用保守を行っており、当該ネット
ワーク環境の設定情報や機器類の構成を把握してい
る。セキュリティ確保の観点から、当該ネットワー
ク環境の設定情報等については、指定事業者以外に
は開示することができないため、本業務を履行する
ことができるのは指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

ICT推進担
当

2 4月2日
戸籍情報システムソフトウェアの使
用

株式会社両毛システム
ズ　東京支社

1か月あたり
@819,500

　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

窓口課

3 4月2日
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
等業務委託

ジェイエムシー株式会
社

8,151,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※令和７年３月１４日付け６墨福
高第２９１７号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

高齢者福祉
課

4 4月2日
すみだトリフォニーホール大規模修
繕工事概算算出業務委託

日建設計コンストラク
ション・マネジメント
株式会社

3,190,000

　指定事業者は、令和元年度より継続して、すみだ
トリフォニーホール大規模修繕計画等支援業務を受
託している。本業務は、すみだトリフォニーホール
大規模修繕計画等支援業務で報告された内容を基に
工事に係る費用の概算を算出するため、大規模修繕
計画及び工事概要、本施設の状況について詳細に把
握している必要があり、本業務を実施することがで
きるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

5 4月3日
すみだ保健子育て総合センター散水
作業委託（単価契約）

セントラルエンジニア
リング株式会社

単価契約

　本件については、指名競争入札により再度入札を
２回（初度を含めて入札を３回）行ったが、予定価
格内での応札者がいなかった。このため、最低価格
で応札をした指定事業者と協議を行ったところ、予
算額内の金額で契約締結が可能との意向が示され
た。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第8号

保健計画課

6 4月3日
「墨田区地域公共交通計画」推進等
支援業務委託

株式会社アルメック 13,992,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※令和5年7月31日付け5墨都都第
203号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

都市計画課

7 4月4日
特定健康診査受診率向上業務委託
（単価契約）

株式会社キャンサース
キャン

単価契約

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※令和6年3月4日付け5墨区国第
3067号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

国保年金課

8 4月10日 花瓶の購入（単価契約）
一般社団法人墨田区観
光協会

単価契約

【物品】
　指定物品は、区功労者表彰式用に特注したもので
ある。
【事業者】
　本件の購入品である花瓶は、指定事業者の特注品
であり、指定事業者からのみ購入することができ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

秘書担当

令和7年4月　随意契約一覧（物品・委託契約）
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

9 4月10日 特定健診リーフレットの印刷
株式会社現代けんこう
出版

856,350

【物品】
  国民健康保険の被保険者に対して効果的に特定健
診の受診を働きかけるため、特定健診の受診勧奨用
リーフレットのデザインを、健康診査後に結果説明
等を行う際に使用した「特定保健指導情報提供用パ
ンフレット」と同一のデザインにする必要がある。
同一デザインのリーフレットは本製品以外にない。
【事業者】
　指定事業者が版権を有しているため、本業務を履
行することができるのは、指定事業者以外にいな
い。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

国保年金課

10 4月11日 投票管理システム等サポート委託
株式会社ムサシ　東京
第一支店

7,269,350
　指定事業者は、当該システムの開発元であり、著
作権上の理由から、本業務を履行することができる
のは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

11 4月18日
避難行動要支援者情報管理システム
の導入及び利用

エヌエスティ・グロー
バリスト株式会社

6,985,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※令和７年２月２１日付け６墨都
危防第１３１１号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

防災課

12 4月18日
「らくらく水中ウォーク教室」事業
運営委託

株式会社ルネサンス 1,468,160

　高齢者の特性を踏まえ、本業務における安全管理
を徹底するためには、施設を貸し切りにした上で実
施する必要がある。
　指定事業者は、定期的に施設を貸し切りにするこ
とができ、本業務を安全かつ効果的に履行すること
ができる区内で唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

高齢者福祉
課

13 4月19日
投票箱送致用タクシーの借上（参議
院議員選挙）（単価契約）

帝都自動車交通株式会
社

単価契約
　指定事業者は、墨田区内に営業所を有する業者の
うち、投票日である日曜日に最大７０台のタクシー
を同時に配車できる唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

14 4月19日
投票箱送致用タクシーの借上（東京
都議会議員選挙）（単価契約）

帝都自動車交通株式会
社

単価契約
　指定事業者は、墨田区内に営業所を有する業者の
うち、投票日である日曜日に最大７０台のタクシー
を同時に配車できる唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

15 4月22日
「（仮称）墨田区移動等円滑化促進
方針及び墨田区バリアフリー基本構
想」策定支援業務委託

株式会社創建　東京本
部

8,173,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※令和6年3月28日付け5墨福厚第
2511号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

地域福祉課

16 4月23日
プラネタリウム学習投映委託（単価
契約)

コニカミノルタプラネ
タリウム株式会社

単価契約
　本業務は、業務の内容及び履行場所等から、本業
務を履行することができるのは指定事業者以外にい
ない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学務課

17 4月24日
投票用紙自動交付機の保守点検委託
（参議院議員選挙）

株式会社ムサシ　東京
第一支店

594,000

　本区が所有している投票用紙自動交付機は、すべ
て指定事業者製のため、当該機器の消耗品交換や
メーカー修繕に迅速に対応できるのは、指定事業者
のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

18 4月24日
自書式投票用紙読取分類機等の点検
及びファイル作成等委託（東京都議
会議員選挙）

株式会社ムサシ　東京
第一支店

966,900

　読取分類機にインストールするファイル作成を一
括して行い、開票当日に機器の動作不良が起きた際
に迅速に対応できるのは、当該製品の製造元である
指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

19 4月24日
投票所スロープの借上（参議院議員
選挙）

中村展設株式会社 2,288,000

　各スロープは、設置個所ごとに寸法仕様・形態が
異なり、事故防止・バリアフリーの観点から、仕様
書に基づき設置場所に適合する必要がある。その
点、指定事業者は、各投票所に合致する仕様書に示
したスロープを保有している唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

20 4月24日
投票所スロープの借上（東京都議会
議員選挙）

中村展設株式会社 2,266,000

　各スロープは、設置個所ごとに寸法仕様・形態が
異なり、事故防止・バリアフリーの観点から、仕様
書に基づき設置場所に適合する必要がある。その
点、指定事業者は、各投票所に合致する仕様書に示
したスロープを保有している唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

21 4月25日
令和７年度社会保障・税番号制度対
応に係るすみだ健康情報システム改
修業務委託

日本コンピューター株
式会社　東京営業所

3,630,000

　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは、指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健予防課

22 4月28日
（仮称）第3期墨田区シティプロ
モーション戦略プラン策定支援業務
委託

有限会社三井広告事務
所

5,941,100

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※令和7年4月1日付け7墨企広第6
号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

広報広聴担
当

23 4月28日 公園管理総合システム構築業務委託
一般社団法人日本公園
緑地協会

8,206,000

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、上記指
定事業者を選定した（※令和７年４月７日付け７墨
整公第３０号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

公園課

24 4月30日
労働者派遣（保育士）（単価契約）
（その２）

株式会社テンダーラビ
ングケアサービス

単価契約

　本件について、指名競争入札において落札した事
業者が辞退した。
　このため、落札者以外に唯一応札のあった指定事
業者に協議を行ったところ、予算額内での金額で契
約締結が可能との意向が示された。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第9号

職員課

25 4月30日
全庁ネットワークに係る広域イーサ
ネット等アクセス回線の利用

ＫＤＤＩ株式会社　ビ
ジネス事業本部ビジネ
スデザイン本部官公庁
営業部

16,995,462

　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式
実施要綱」に基づくプロポーザルを実施し、指定事
業者を選定した（※令和7年3月17日付け6墨企Ｉ第
1953号決定）。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

ICT推進担
当
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